
人員基準チェックリスト（夜間対応型訪問介護） 
事業所名称                   

職 種 基準（空欄に必要事項を記入し、各項目の該当する「□」又は「○」にレ点を付すこと。） 

従
業
者 

オペレーション 

センター従業者※ 
※オペレーションセンターを設置しない場合においては、置かないことができる。 

 

オペレーター 

□ オペレーターとして必要な看護師、介護福祉士等の資格を有している。 

・医師 ･保健師 ・看護師 ・准看護師 ・社会福祉士 ・介護福祉士 

・介護支援専門員 

○ サービス提供責任者の業務に１年（３年※）以上従事した経験を有する者をオペ

レーターとして配置する場合、次の要件を満たしている。 
 ※サービス提供責任者の業務を介護職員初任者研修終了者、旧２級課程修了者で行った者 

□ 利用者の通報に適切に対応できる。 

□提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は訪問看護サービスを行う看護

職員との連携を確保している。 

□ 提供時間帯を通じて、１以上配置している。 
 ※午後６時から午前８時までの時間帯については、ICT 等の活用により、事業所外においても、利用

者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、

電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時に対応できる体制を構築し、コ

ール内容に応じて必要な対応を行うことができる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 

○ 専従である。 

○ 専従でない場合、次の要件を満たしている。 

□ 利用者の処遇に支障がない。 

○ 兼務する職務が次のいずれかの場合である。 

○ 当該事業所の定期巡回サービス 

○ 同一敷地内の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務 

○ 利用者以外の者からの通報を受け付ける業務 

 

 

面接相談員 

□ １以上配置している。 

○ オペレーターと同様の資格又はこれらと同等の知識経験を有する。 

 

訪問介護員等 

□ 訪問介護員等として必要な資格を有している。 

・介護福祉士  ・実務者研修修了者 

・介護職員初任者研修修了者（看護師等、実務者研修修了者含む） 

・旧介護職員基礎研修課程修了者 ・旧１級課程修了者 

・旧２級課程修了者 

・生活援助従事者研修（生活援助のみ提供可） 

 

 

定期巡回 

サービスを 

行う者 

□ 必要な数以上配置している。 

随時訪問 

サービスを 

行う者 

□ 提供時間帯を通じて、１以上配置している。 
※午後６時から午前８時までの時間帯については、利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者

宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備され

ているのであれば、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 

○ 専ら随時訪問サービスの提供に当たる者である。 

○ 専従でない場合、次の要件を満たしている。 

□ 利用者の処遇に支障がない。 

□ 兼務する職務が次のいずれかの場合である。 

○ 当該事業所の定期巡回サービス 

○ 同一施設内にある指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の職務 

 



職 種 基準（空欄に必要事項を記入し、各項目の該当する「□」又は「○」にレ点を付すこと。） 

管理者 

□ 常勤である。 

○ 専従である。 

○ 専従でない場合、次の要件を満たしている。 

□ 事業所の管理上支障がない。 

□ 兼務する職務が次のいずれかの場合である。 

○ 当該事業所の他の職務 

○ 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務（指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者の指定を合わせて受け、かつ、当該同一敷地内の事業所と

一体的に運営している場合に限る。） 
※管理すべき事業所数が過剰である場合や、併設する入所施設において入所者に対しサービス提

供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。 

 

［兼務する職務］ 

事業所名：                           

所在地：                            

兼務する職務：                         
※介護サービス事業以外の職務についても記載すること。 

 


